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さくら庵もとまち 

看護小規模多機能ホーム さくら庵もとまち 

重要事項説明書 

 

 

 あなたに対する看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始にあたり、平成 18

年３月 14 日厚生労働省令 34 号第 88 条（準用）第９条に基づいて、当事業者があなた

に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者の概要 

 事業者名称 ダイヤコーサン株式会社 

 主たる事務所の所在地 石川県金沢市元町１丁目 16 番 19 号 

 法人種別 株式会社 

 代表者名 代表取締役 田井 仁 

 電話番号 076-216-5511 

 

２．ご利用事業所 

ご利用事業所の名称 看護小規模多機能ホーム さくら庵もとまち 

 指定事業者番号 1750102632 

 所在地 石川県金沢市元町２丁目６番６号 

 電話番号 076-256-5564 

営業日 

営業時間（訪問サービス） 

同  （通いサービス） 

同  （宿泊サービス） 

年中無休 

24 時間 

９時 ～ 17時 

17 時 ～ ９時 

通常の事業の実施地域 金沢市内全域 

登録定員 

利用定員（通いサービス） 

同  （宿泊サービス） 

29 名 

18 名 

８名 

指定年月日 2017年３月１日 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 要介護者の居宅及び事業所において、家庭的な環境と地域住民との交

流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居

宅において自立した日常生活を営むことができるようにすることを目

的とする。 

運営の方針 ①事業所の職員は、通いを中心として、要介護者及び要支援者の様態

や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせ、サービスを提供す
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ることにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するよう努

めるものとする。 

②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地

域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

４．主な従業者の職種、員数及び勤務の体制 

従業者の職種 資格 員数 勤務の体制 

管理者  １名 常勤  １名 

（有料老人ホーム施設長兼務） 

介護従業者 介護職（介護福祉士

等） 

13 名 指定基準に沿って、３名の利用者に対

し、１名以上の介護従事者を配置。 

常勤  ９名（専従） 

常勤  １名（兼務） 

非常勤 ３名（専従） 

看護師又は准看護師 2.5 名

以上 

常勤  ２名 

非常勤 １名 

介護支援専門員 介護支援専門員 １名 常勤  １名 

   ※職員の配置については、指定基準を順守しています。 

 

５．サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

サービスの種類 内容・標準的な手順 保険適用有無 単位 利用料 

小規模多機能

型居宅介護サ

ービス 

別紙料金表のとおり 保険適用有 １月 別紙料金表のと

おり 

食事の提供に

関する費用 

朝食 

昼食 

夕食 

保険給付外 １回 300 円 

650 円 

 650円 

宿泊に要する

費用 

＜宿泊室の詳細＞ 

居室面積  7.50㎡ 

定員数    ８名 

（個室５室、多床室３室） 

保険給付外 １泊 2,450円 

おむつ代  保険給付外 １袋 実費 

 

６．交通費実費 

利用者の居宅が当該事業所の通常の事業実施地域以外にある時は、送迎に要する費用及

び訪問サービスに要した交通費について、事業実施地域を超える地点からの距離に応じ

た実費をいただきます。 
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７．苦情申立窓口 

苦情解決責任者 松本 壮司 （福祉部部長） ℡ 076-254-5564 

苦情受付担当者 
林 美佳（福祉部課長） ℡ 076-254-5564 

橋本 綾子（管理者） ℡ 076-254-5564 

第三者委員 遠藤 竜也 ℡ 076-259-6254 

その他 

※当社で解決できない苦情

は国保連等に申立するこ

とができます。 

石川県国民健康保険団体連合会 ℡ 076-261-5194 

金沢市役所福祉局介護保険課 ℡ 076-220-2264 

石川県福祉サービス運営適正委員会 ℡ 076-234-2556 

 

８．緊急時の対応方法 

医療機関① 

機関名 水口内科クリニック 

所在地 金沢市鞍月５丁目 219番地 

診療科 内科、呼吸器科、血液内科 

医療機関② 

機関名 示野歯科医院 

所在地 金沢市小坂町中 99 番７ 

診療科 歯科 

 

９．感染症や災害の対策・取組 

   感染症の発生及びまん延等に関する取組や、感染症や災害が発生した場合であっても、

必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、研修の実施、業務継

続に向けた計画・指針の整備、委員会の開催、訓練（シミュレーション）を実施します。 

（※令和６年３月 31日までに運営開始します。） 

  ◇緊急時・事故発生時の対応、記録及び損害賠償 

   ①利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は事業所が

定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、

主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じる。 

   ②事故が発生した場合は、市町村や家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 

   ③当施設で起きた事故については、状況及び事故に際して採った処置について記録を残

す。 

   ④賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

10．運営推進会議 

   ご利用者及び市町村職員並び地域住民の代表等に対し、提供するサービス内容等を明ら

かにすると共に地域との連携を保ち、更にはその提供するサービスの質の確保及び向上を

図る為に、運営推進会議を設置し２ヶ月に１回程度開催いたしますのでご理解とご参加を

お願い致します。 
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11．高齢者虐待防止の取組 

   ご利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するための

委員会の開催、指針の整備、研修の実施等、担当者を定め実施します。 

（※令和６年３月 31日までに運営開始します。） 

 

12．ハラスメント防止 

   適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職

員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の措置を講じます。 
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令和  年  月  日 

 

 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

 

             説明者  氏   名                  印 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供開始に同意しました。 

 

 

             利用者  住   所                    

 

    氏   名                  印 

 

 

             上記代理人（代理人を選任した場合） 

             代理人は本人の契約意思を確認し、本人に代わり上記署名を行い

ました。 

 

             （本人との関係）                      

 

 

    住   所                    

 

    氏   名                  印 

 

    電 話 番 号                    

 

 

 

             事業者  住   所 石川県金沢市元町１丁目 16番 19号 

    事 業 者 名 ダイヤコーサン株式会社 

    代表者氏名 代表取締役 田井 仁       印 

 

 


